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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第48期

第１四半期
連結累計期間

第49期
第１四半期
連結累計期間

第48期

会計期間
自平成26年10月１日
至平成26年12月31日

自平成27年10月１日
至平成27年12月31日

自平成26年10月１日
至平成27年９月30日

売上高 （百万円） 3,014 2,272 26,215

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △629 △1,096 1,154

親会社株主に帰属する四半期純

損失（△）又は親会社株主に帰

属する当期純利益

（百万円） △434 △753 538

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △464 △762 583

純資産額 （百万円） 10,238 10,395 11,243

総資産額 （百万円） 21,404 21,306 19,723

１株当たり四半期純損失金額

（△）又は１株当たり当期純利

益金額

（円） △50.09 △86.94 62.15

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 47.4 48.3 56.4

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。

３．第48期第１四半期連結累計期間及び第49期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額については、１株当たり四半期純損失が計上されており、また、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

４．第48期連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

５．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、当第１四半期連結

累計期間より、「四半期純損失」を「親会社株主に帰属する四半期純損失」、「当期純利益」を「親会社株

主に帰属する当期純利益」としております。

 

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

　なお、当第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13

日）等を適用し、「四半期純損失」を「親会社株主に帰属する四半期純損失」としております。

 

(1）業績の状況

　当第１四半期連結累計期間において、政府が12月に決定した2016年度予算案は、一般会計の当初予算としては４

年連続で過去最大であり、国の公共事業費もほぼ横ばいながら４年連続増となりました。公共投資としては防災・

減災対策、インフラ老朽化対策に加えて、経済成長につながる社会資本整備の充実に重点を置かれています。当四

半期は建設コンサルタント業界の受注は一段落いたしましたが、2016年度予算業務は早期発注が進むことが予想さ

れております。当社グループの業務の稼動は国内外とも順調に進んでおりますが、併せて新規業務の受注に取組ん

でまいります。

　当第１四半期連結累計期間における当社グループ全体の業績といたしましては、受注高は51億94百万円（前年同

四半期連結累計期間比8.0％減）、売上高は22億72百万円（同24.6％減）となりました。

　利益面では、営業損失10億93百万円（前年同四半期連結累計期間６億63百万円の営業損失）、経常損失10億96百

万円（前年同四半期連結累計期間６億29百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純損失７億53百万円

（前年同四半期連結累計期間４億34百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。

　なお、第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13

日）等を適用し、「四半期純損失」を「親会社株主に帰属する四半期純損失」としております。

　また、当社グループの売上高は、受注の大半が官需という特性により、第２四半期以降に偏る傾向があります。

　セグメントごとの概況は次のとおりであります。

〔コンサルタント事業〕

　当第１四半期連結累計期間の状況は、受注高49億63百万円（前年同四半期連結累計期間比8.5％減）、売上高21

億95百万円（同25.8％減）となりました。

〔サービスプロバイダ事業〕

　当第１四半期連結累計期間の状況は、受注高１億79百万円（前年同四半期連結累計期間比7.1％減）、売上高54

百万円（同11.8％増）となりました。

〔プロダクツ事業〕

　当第１四半期連結累計期間の状況は、受注高52百万円（前年同四半期連結累計期間比62.7％増）、売上高22百万

円（同309.6％増）となりました。

 

(2）財政状態の分析

〔資産〕

　当第１四半期連結会計期間末の資産合計は213億６百万円（前連結会計年度末197億23百万円）となり、15億82百

万円の増加となりました。流動資産は134億93百万円（前連結会計年度末119億69百万円）となり、15億24百万円の

増加、固定資産は78億12百万円（前連結会計年度末77億54百万円）となり、58百万円の増加となりました。

　流動資産が増加となった主な要因は、未成業務支出金が26億32百万円、繰延税金資産が３億67百万円増加し、現

金及び預金が４億14百万円、受取手形及び完成業務未収入金が10億79百万円減少したことによるものです。

　固定資産が増加となった主な要因は、投資有価証券が17百万円、差入保証金が13百万円増加したことによるもの

です。

〔負債〕

　当第１四半期連結会計期間末の負債合計は109億10百万円（前連結会計年度末84億79百万円）となり、24億30百

万円の増加となりました。流動負債は78億38百万円（前連結会計年度末53億88百万円）となり、24億49百万円の増

加、固定負債は30億72百万円（前連結会計年度末30億91百万円）となり、19百万円の減少となりました。

　流動負債が増加となった主な理由は、短期借入金が23億65百万円、未成業務受入金が７億46百万円増加し、未払

費用が３億41百万円減少したことによるものです。
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　固定負債が減少となった主な要因は、退職給付に係る負債が30百万円増加し、長期借入金が50百万円減少したこ

とによるものです。

〔純資産〕

　当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は103億95百万円（前連結会計年度末112億43百万円）となり、８億47

百万円の減少となりました。

　減少となった主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純損失を７億53百万円計上したこと等により、利益剰余

金が８億43百万円減少したことによるものです。

　なお、自己資本比率は前連結会計年度末の56.4％から、48.3％となっております。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

１) 当面の対処すべき課題の内容等

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。第49

期は当社グループの「中計2013」の最終事業年度になります。３年ビジョンとして掲げた目標「グループ総合技

術で信頼される企業」、「持続的成長を維持する安定経営企業」、「多様な能力と経験豊富な人材が活躍する企

業」、「事業執行の改革を進める企業」の実現に向けて、事業推進戦略に沿った事業に取り組んでおります。

 

　第49期は第48期の成果を踏まえ、以下の課題に取り組んでおります。

 

①　受注の確保

　国内では公共事業投資が横ばいの状況下の受注拡大が課題になっています。構造、道路、ITS、情報、環境あ

るいは地質、地盤などグループの基幹事業の技術と価格の競争力向上が必須の条件です。その上で港湾、河川

防災、電気通信、まちづくり・建築、エネルギー等の新領域の事業分野で国や地方自治体における顧客の多様

化やPPP/PFIの民間事業の拡大を進めております。これにより、受注を拡大します。

　海外では、すでに長大橋梁のトップコンサルタントとして確立した地位を維持するとともに、このブランド

を活かして鉄道分野を含めた陸上運輸インフラ全般に事業展開を進めております。また、シンガポール、ベト

ナムに加え、インドネシアに新たに海外現地法人を設立し、NKCとの業務連携を一層強化して受注拡大を図りま

す。顧客の多様化も不可欠です。わが国のODA予算の縮小リスクも視野に世界銀行やアジア開発銀行の案件、

BOTもしくはPPP型の民間案件の受注を目指しております。

 

②　品質の向上

　当社グループの業務成果については第48期も引き続き顧客から高い評価を得ることができました。これは業

務マネジメントの継続的見直し及び顧客対応力強化により成果品質の維持・向上が進んだ結果です。第49期も

引き続きこの取組みを継続しております。加えて、第49期は稼動する事業領域が確実に拡がります。このた

め、特に新事業領域では成果品質の水準向上に注力しております。

　一方で、第48期ではミスや事故等の業務リスクへの対応では一部課題も見られました。調査・設計段階の予

防的業務リスク対応の強化が基本ですが、近年、高まっている施工段階の事後的業務リスクへの対応力を強化

してまいります。

 

③　事業開拓

　海外部門に加わった鉄道事業は近い将来、基幹事業を目指す事業領域であります。第49期はインドや東南ア

ジアの鉄道事業に挑戦するとともに橋梁事業とのシナジーを追求いたします。東南アジアでは現地企業と連携

したエコ・サニテーション事業、電力や水の供給とセットに工業団地開発及び運営等を行う地域開発のPPP事

業、情報・ITS技術を活用した観光情報提供事業に取り組んでおります。国内ではPPP/PFI民間事業を拡大いた

します。

 

④　社員の活力向上

　「中計2013」では「多様な能力と経験の人材が活躍する企業」を目指し、これまで様々な施策を実行してい

ます。第48期においては人材確保と教育・研修制度の充実及び第47期に引き続き待遇改善に取組みました。第

49期では、第48期からグループ全体で取組んでいる「女性の活躍」、「介護支援」、「長時間労働の解消」、

「高齢者の活躍」をテーマにした労働環境の改善を具体的な施策にして、実行に移しております。
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　今後、現下の経営環境の下で目標達成の重要さを経営者並びに当社グループ社員全員が強く認識しておりま

す。経営者並びに当社グループ社員全員は各々担うべきことを自ら認識し、連携し、それを達成することに

よって市場開拓、技術開発及び生産性の向上を実現してまいります。

 

　株主の皆様におかれましては、今後とも何とぞ格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申しあげます。

 

２）会社の支配に関する基本方針

　当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法

施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります

① 基本方針の内容

　当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式等の自由な取引を尊重し、

特定の者による当社株式等の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の

確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式等の

大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。但し、株式等の大

規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性がある

など、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を

十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分

に提供されないものもありえます。

　そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のため

に、必要な時間や情報の確保、株式等の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。

 

② 取り組みの内容

イ.基本方針の実現に資する特別な取り組み

　当社は、企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するため、平成26年９月期からの３事業年度に関

する中期経営計画「長大持続成長プラン2013」を策定いたしました。計画期間中実施する施策の重点は、

次の５点であります。

 

(1) 基幹事業の競争力向上

　重点化する公共投資に対するグループ各社の基幹事業の競争力を高める施策がグループの持続成長の最

もベースとなります。既に競争力ある分野で着実にシェアを維持拡大するとともに、この既存優位の分野

に新たな分野を加えて市場を広げ、また、グループ会社間の連携による事業シナジーを発現させてまいり

ます。

 

(2) 事業の多様性と総合化が進む市場の拡大

　前中期経営計画から活発化した新領域の事業もNKCがグループに加わることにより可能性が大きく広がっ

ております。再生可能エネルギー分野において小水力発電事業に加え地熱発電事業も視野に入れたエネル

ギー事業の展開、エコプロ事業も事業方式の多様化を迅速に進め安定した採算事業への転換、建築・

PPP/PFI分野では学校施設から街づくりへの展開、道路監理経験の蓄積と道路サービスプロバイダ事業への

展開、全国的な防災、減災への対応強化のため立ち上げた港湾、河川防災分野の展開、海外での鉄道事業

等多くの可能性を秘めた事業を進展させ市場の拡大を図ってまいります。

 

(3) 震災復興と全国防災・減災への貢献

　2013年中期経営計画期間はなお、グループ全体で震災復興に貢献すべき期間であります。PPPやCM等新た

な事業手法によるインフラ整備に止まらず、街づくりや交通サービス支援などより生活に近いフィールド

で復興に貢献いたします。また、国土強靭化政策が重点化するであろう全国の防災・減災やインフラの長

寿命化に対してグループの技術を総合化して対応いたします。

 

(4) 経営・管理の効率化

　NKCのグループ化は企業グループの規模を倍にいたしました。当然ながらグループの力を最大限に発揮す

るための経営・管理の一層の効率化が求められます。NKCのグループ化の意味はグループシナジーの最大化

であり、経営・管理部門においては合理化シナジーの一層の追求が必要となります。内部統制やファイナ

ンスではこれまで一定の進展が得られていますが、財務・会計、人事・労務、管理システムなどさらに効

率化を図らなければならないと考えております。
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(5) 経営・管理の効率化

　近年、建設コンサルタント業界や建設産業全体の深刻な人材不足が問題となっております。当社グルー

プでは事業推進戦略の展開のため必要とする人材がグループ各社基幹事業の人材だけではなく、新領域事

業の多様な分野やキャリアの人材も必要となる点で、人材不足への対応はより重要な課題であります。高

まる労働市場の流動性に対応した人材確保を進めるとともに、優秀な人材の定着化のための待遇改善や職

場環境の魅力化、福利厚生の充実に取り組んでまいります。

 

　以上の中期経営計画を着実に実行することで、当社の持つ経営資源を有効に活用するとともに、様々な

ステークホルダーとの良好な関係を維持・発展させ、当社及び当社グループの企業価値ひいては株主共同

の利益の向上に資することができると考えております。

 

ロ.不適切な者によって支配されることを防止する取り組み

　当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを

防止するための取り組み（会社法施行規則第118条第３号ロ）の一つとして、当社株式等の大規模買付行為

に関する対応策を導入することに関し、平成19年12月21日開催の第40回定時株主総会で承認され、平成22

年12月22日開催の第43回定時株主総会及び平成25年12月19日開催の第46回定時株主総会でその継続が承認

されています。

　当社は、この対応策によって、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策

定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に

損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うも

のです。

 

③ 取締役会の判断及びその判断に係る理由

イ.前記②イ.の取り組みは、当社の企業価値を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定さ

れたものであるので、前記①の基本方針に沿い、株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地

位の維持を目的とするものではないと判断しております。

 

ロ.前記②ロ.の取り組みについては、大規模買付行為に関する情報提供を求めるとともに、大規模買付行為が

当社の企業価値を毀損する場合に対抗措置を発動することを定めるものであり、前記①の基本方針に沿っ

たものであります。また、株主意思を尊重するため、株主総会の承認を得ており、さらに、取締役会に

よって恣意的な判断がなされることを防止するために独立委員会を設置しております。取締役会は独立委

員会の勧告を最大限に尊重したうえで、対抗措置の発動を決議することとしております。その判断の概要

については、適時に株主の皆様に情報開示することとしているため、その運営は透明性をもって行われま

す。

　したがって、当社取締役会は、株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的と

するものではないと判断しております。

 

(4）研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、５百万円であります。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 37,000,000

計 37,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成27年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年２月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 9,416,000 9,416,000
　東京証券取引所

　（市場第二部）
単元株式数100株

計 9,416,000 9,416,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成27年10月１日

～平成27年12月31日
－ 9,416,000 － 3,107 － 4,864

（注）当第１四半期会計期間での増減はありません。

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成27年９月30日）に基づく株主名簿による記載をして

おります。

 

①【発行済株式】

平成27年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　423,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　8,987,600 89,876 －

単元未満株式 普通株式　　　5,100 －
一単元（100株）未満

の株式

発行済株式総数 9,416,000 － －

総株主の議決権 － 89,876 －

（注）「完全議決権株式（自己株式等）」の欄には、自己株式のうち、「野村信託銀行㈱（長大従業員持株会専用信託

口）」が所有する株式331,200株を含めておりません。

 

②【自己株式等】

平成27年12月31日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社　長大

東京都中央区日本

橋蛎殻町１－20－

４

423,300 － 423,300 4.50

計 － 423,300 － 423,300 4.50

（注）自己株式には、「野村信託銀行㈱（長大従業員持株会専用信託口）」が所有する株式331,200株を含めておりま

せん。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成27年10月１日から平

成27年12月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年10月１日から平成27年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年９月30日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,846 3,432

受取手形及び完成業務未収入金 3,217 ※１ 2,138

有価証券 97 90

未成業務支出金 4,216 6,848

原材料及び貯蔵品 23 20

繰延税金資産 317 684

その他 257 284

貸倒引当金 △7 △6

流動資産合計 11,969 13,493

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,347 1,325

土地 2,026 2,026

リース資産（純額） 224 221

その他（純額） 239 345

有形固定資産合計 3,837 3,919

無形固定資産   

のれん 538 480

その他 158 159

無形固定資産合計 696 639

投資その他の資産   

投資有価証券 580 598

差入保証金 552 565

保険積立金 588 588

長期預金 30 33

繰延税金資産 965 964

その他 640 640

貸倒引当金 △137 △138

投資その他の資産合計 3,219 3,253

固定資産合計 7,754 7,812

資産合計 19,723 21,306
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年９月30日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

負債の部   

流動負債   

業務未払金 1,041 930

短期借入金 － ※２ 2,365

1年内返済予定の長期借入金 ※２ 342 ※２ 307

リース債務 66 69

未払法人税等 41 70

未払消費税等 213 4

未払費用 1,019 678

未成業務受入金 2,136 2,883

賞与引当金 110 71

受注損失引当金 87 93

その他 328 364

流動負債合計 5,388 7,838

固定負債   

長期借入金 ※２ 684 ※２ 633

リース債務 176 170

退職給付に係る負債 2,215 2,245

その他 15 22

固定負債合計 3,091 3,072

負債合計 8,479 10,910

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,107 3,107

資本剰余金 4,884 4,884

利益剰余金 3,230 2,387

自己株式 △248 △243

株主資本合計 10,975 10,136

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 115 119

繰延ヘッジ損益 △20 △12

為替換算調整勘定 32 15

退職給付に係る調整累計額 21 29

その他の包括利益累計額合計 148 151

非支配株主持分 119 107

純資産合計 11,243 10,395

負債純資産合計 19,723 21,306

 

EDINET提出書類

株式会社長大(E04900)

四半期報告書

11/20



（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年10月１日
　至　平成26年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年10月１日
　至　平成27年12月31日)

売上高 3,014 2,272

売上原価 2,250 1,801

売上総利益 763 470

販売費及び一般管理費 1,427 1,563

営業損失（△） △663 △1,093

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 1 2

受取家賃 4 4

為替差益 40 －

雑収入 5 6

営業外収益合計 53 14

営業外費用   

支払利息 13 13

為替差損 － 0

雑損失 5 3

営業外費用合計 19 17

経常損失（△） △629 △1,096

税金等調整前四半期純損失（△） △629 △1,096

法人税、住民税及び事業税 60 29

法人税等調整額 △243 △372

法人税等合計 △182 △342

四半期純損失（△） △446 △753

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
△11 0

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △434 △753
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年10月１日
　至　平成26年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年10月１日
　至　平成27年12月31日)

四半期純損失（△） △446 △753

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6 4

繰延ヘッジ損益 △19 8

為替換算調整勘定 11 △29

退職給付に係る調整額 △3 7

その他の包括利益合計 △17 △9

四半期包括利益 △464 △762

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △457 △750

非支配株主に係る四半期包括利益 △6 △12
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

　該当事項はありません。

 

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」

という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等

会計基準」という。）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当

社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用と

して計上する方法に変更しております。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合につい

ては、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四

半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持

分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結

累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事

業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首時点

から将来にわたって適用しております。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

 

（追加情報）

該当事項はありません。
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（四半期連結貸借対照表関係）

　※１　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でし

たが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、

次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成27年９月30日）
当第１四半期連結会計期間
（平成27年12月31日）

受取手形 －百万円 9百万円

 

　※２　財務制限条項

前連結会計年度（平成27年９月30日）

　一部の連結子会社については、資金の流動性を確保するため、取引銀行とローン契約等を締結してお

り、それぞれについて財務制限条項が付されています。契約及び財務制限条項の内容は以下のとおりで

す。

①コミットメントライン契約（㈱三菱東京UFJ銀行）

当連結会計年度末（平成27年９月30日）における未実行残高は以下のとおりです。

コミットメントラインの総額 615百万円

借入実行残高 －

未実行残高 615

上記の契約には、下記の財務制限条項が付されています。

・借入人の各事業年度の決算期末日における単体の損益計算書における営業損益を損失としないこと。

②長期借入金（㈱三菱東京UFJ銀行）

当連結会計年度末（平成27年９月30日）における借入残高は以下のとおりです。

借入残高 141百万円

上記の契約には、下記の財務制限条項が付されています。

・借入人の各事業年度の決算期末日における単体の損益計算書における営業損益を損失としないこと。

③コミットメントライン契約（㈱りそな銀行）

当連結会計年度末（平成27年９月30日）における未実行残高は以下のとおりです。

コミットメントラインの総額 200百万円

借入実行残高 －

未実行残高 200

上記の契約には、下記の財務制限条項が付されています。

・借入人の本契約締結日以降の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、

前年同期比75％以上に維持すること。

・借入人の本契約締結日以降の決算期における単体の損益計算書に示される営業利益を損失とならないよ

うにすること。

 

当第１四半期連結会計期間（平成27年12月31日）

　一部の連結子会社については、資金の流動性を確保するため、取引銀行とローン契約等を締結してお

り、それぞれについて財務制限条項が付されています。契約及び財務制限条項の内容は以下のとおりで

す。

①コミットメントライン契約（㈱三菱東京UFJ銀行）

当第１四半期連結会計期間末（平成27年12月31日）における未実行残高は以下のとおりです。

コミットメントラインの総額 615百万円

借入実行残高 615

未実行残高 －

上記の契約には、下記の財務制限条項が付されています。

・借入人の各事業年度の決算期末日における単体の損益計算書における営業損益を損失としないこと。

②長期借入金（㈱三菱東京UFJ銀行）

当連結会計年度末（平成27年12月31日）における借入残高は以下のとおりです。

借入残高 127百万円

上記の契約には、下記の財務制限条項が付されています。

・借入人の各事業年度の決算期末日における単体の損益計算書における営業損益を損失としないこと。
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③コミットメントライン契約（㈱りそな銀行）

当連結会計年度末（平成27年12月31日）における未実行残高は以下のとおりです。

コミットメントラインの総額 200百万円

借入実行残高 100

未実行残高 100

上記の契約には、下記の財務制限条項が付されています。

・借入人の本契約締結日以降の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、

前年同期比75％以上に維持すること。

・借入人の本契約締結日以降の決算期における単体の損益計算書に示される営業利益を損失とならない

ようにすること。

 

（四半期連結損益計算書関係）

売上高の季節的変動

　前第１四半期連結累計期間（自 平成26年10月１日 至 平成26年12月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成27年10月１日 至 平成27年12月31日）

　当社グループの売上高は、受注の大半が官需という特性により、第２四半期以降に偏る傾向があります。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）、のれん償却額は、次

のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成26年10月１日
至 平成26年12月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成27年10月１日
至 平成27年12月31日）

減価償却費 54百万円 70百万円

のれん償却額 44 58

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成26年10月１日　至　平成26年12月31日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年12月19日

定時株主総会
普通株式 108 12 平成26年９月30日 平成26年12月22日 利益剰余金

（注）配当金の総額には、従業員持株会専用信託口が保有する当社株式に対する配当金４百万円を含めております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成27年10月１日　至　平成27年12月31日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年12月22日

定時株主総会
普通株式 89 10 平成27年９月30日 平成27年12月24日 利益剰余金

（注）配当金の総額には、従業員持株会専用信託口が保有する当社株式に対する配当金３百万円を含めております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成26年10月１日　至　平成26年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
（注１）

合計
（注２）

 
コンサルタ
ント事業

サービスプ
ロバイダ事
業

プロダクツ
事業

計

売上高       

外部顧客への売上高 2,960 48 5 3,014 － 3,014

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ 4 － 4 △4 －

計 2,960 53 5 3,019 △4 3,014

セグメント利益又は損失（△） 762 47 △44 765 △2 763

　（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△２百万円には、セグメント間取引消去△４百万円、たな卸資産の調整額

２百万円が含まれております。

　　　　２．報告セグメント利益の金額の合計額は四半期連結損益計算書計上額（売上総利益）と一致しております。

　　　　３．資産は報告セグメントに配分していないため記載しておりません。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　資産は報告セグメントに配分していないため、記載を省略しております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成27年10月１日　至　平成27年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
（注１）

合計
（注２）

 
コンサルタ
ント事業

サービスプ
ロバイダ事
業

プロダクツ
事業

計

売上高       

外部顧客への売上高 2,195 54 22 2,272 － 2,272

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ 11 － 11 △11 －

計 2,195 65 22 2,283 △11 2,272

セグメント利益又は損失（△） 450 35 △8 476 △5 470

　（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△５百万円には、セグメント間取引消去△11百万円、たな卸資産の調整額

５百万円が含まれております。。

　　　　２．報告セグメント利益の金額の合計額は四半期連結損益計算書計上額（売上総利益）と一致しております。

　　　　３．資産は報告セグメントに配分していないため記載しておりません。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　資産は報告セグメントに配分していないため、記載を省略しております。

 

（金融商品関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

（有価証券関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

（デリバティブ取引関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成26年10月１日
至　平成26年12月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成27年10月１日
至　平成27年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 50.09円 86.94円

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失金額

（百万円）
434 753

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純損失金額（百万円）
434 753

普通株式の期中平均株式数（千株） 8,683 8,669

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜　

在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　２．普通株式の期中平均株式数については、「野村信託銀行㈱（長大従業員持株会専用信託口）」が所有する自

己株式を控除し算定しております。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年２月12日

株式会社長大

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 神山　宗武　　　印

 

 
 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 寶野　裕昭　　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社長大の

平成27年10月１日から平成28年９月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成27年10月１日から平成27年

12月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年10月１日から平成27年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社長大及び連結子会社の平成27年12月31日現在の財政状態及び

同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点

において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が四半期連

結財務諸表に添付する形で別途保管しております。

　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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